
令和３年度決算に基づく健全化判断比率等について 

可児市 

 

 令和３年度決算に基づき、「地方公共団体の財政健全化に関する法律」の規定による健全化判断比

率等を算定しましたので、公表します。（法第 3条第 1項及び第 22条第１項による規定） 

 

 

 

 

 

① 健全化判断比率等の公表 

・地方公共団体の長は、毎年度、速やかに、健全化判断比率とその算定基礎事項を記載した書類を監査委

員の審査に付した上で、当該比率を議会に報告し、公表しなければならない。（第３条） 

・公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、資金不足比率とその算定基礎事項を記載した書類を

監査委員の審査に付した上で、当該比率を議会に報告し、公表しなければならない。（第 22条） 

 

② 財政の早期健全化 

 健全化判断比率のいずれかが、早期健全化基準以上である場合は、財政健全化計画を定めなければなら

ない。計画は議会の議決を経て、速やかに公表する。また、毎年度、実施状況を議会に報告し公表する。 

 

③ 財政の再生 

再生判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率）のいずれかが、財政再生基準以上

である場合は財政再生計画を定めなければならない。計画は議会の議決を経て、速やかに公表する。ま

た、毎年度、実施状況を議会に報告し公表する。財政再生段階の地方公共団体は地方債の起債の制限等を

受ける。 

 

④ 公営企業の経営の健全化 

公営企業ごとの資金不足比率が経営健全化基準以上である場合は、経営健全化計画を定めなければな

らない。②と同様の仕組みにより健全化を図る。 

指 標 説 明 
令和３年度決算 

算出結果 

早期健全化

基準 

財政再生

基準 

実質赤字比率 一般会計等の実質赤字の比率 
－  

(赤字額なし) 
12.41％ 20.00％ 

連結実質赤字比率 全ての会計の実質赤字の比率 
－  

(赤字額なし) 
17.41％ 30.00％ 

実質公債費比率 
公債費及び公債費に準じた経費の比重を

示す比率 
0.6％ 25.0％ 35.0％ 

将来負担比率 
地方債残高のほか一般会計等が将来負担

すべき実質的な負債を捉えた比率 

－  

(負担見込額なし) 
350.0％ 

 

資金不足比率 公営企業ごとの資金不足の比率 
－  

(資金不足額なし) 
20.0％  

１ 法律の概要 

経営健全化基準 
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一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。赤字の程度を指標化し、財政運

営の深刻度を示すものです。 

【R3】本市の一般会計等には実質赤字はありませんので、実質赤字比率は該当ありません。 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

特別会計・公営企業会計を含めた全会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。市全体として

の財政運営の深刻度を示すものです。 

【R3】本市は、全会計とも実質赤字（又は資金不足）はありませんので、連結実質赤字比率は該当ありま

せん。 

 

 

       

 

               

 

 

 

 

一般会計等が負担する元利償還金・準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。借金の返済に係る

財政負担の程度を示します。 

【R3】令和３年度の算定数値は前年度と変わらず 0.6％となりました。一般会計の償還額や一部事務組合

の公債費負担金が増加したものの、良好な数値を維持しています。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

① 実質赤字比率  － （赤字額なし）  （R2：－、R1：－） 

一般会計等の実質赤字額 

 

         標準財政規模 

算定方法 

② 連結実質赤字比率  － （赤字額なし） （R2：－、R1：－） 

連結（一般会計等＋公営企業会計）実質赤字額 

 

標準財政規模 

算定方法 

③ 実質公債費比率  0.6％ （R2：0.6％、R1：0.7％） 

（元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

 

標準財政規模 － （元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

算定方法（３ヵ年平均） 

２ 各指標の算定結果 
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 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。地方債の残高や将来支

払っていく可能性のある負担等が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。 

【R3】本市は将来の負担額に対して、基金などの充当財源が上回っているため、将来負担比率はありませ

ん。公共施設整備基金等の充当可能基金額の増加により、前年度よりも数値（R1：△128.4％、R2：△132.4％、

R3:△147.9％）が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公営企業会計（※）ごとの資金の不足額の事業規模に対する比率です。公営企業の経営状況の深刻度を

示します。 

【R3】本市はいずれの会計とも資金不足はありませんので、資金不足比率は該当ありません。 

※水道事業会計・下水道事業会計・農業集落排水事業特別会計・可児御嵩インターチェンジ工業団地開発

事業特別会計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 将来負担比率  －（負担見込額なし） （R2：－、R1：－） 

将来負担額 －（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額） 

 

標準財政規模 －（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額） 

算定方法 

⑤ 資金不足比率  全公営企業会計  －（資金不足なし）  （R2：－、R1：－） 

資金の不足額 

 

事業の規模 

算定方法 
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一
般
会
計
等 

一般会計 
 

一般会計等に属する特別会

計 

自家用工業用水道事業特別会計 

可児駅東土地区画整理事業特別

会計 

公
営
事
業
会
計 

一般会計等以外の特別会計

のうち公営企業に係る特別

会計以外の会計 

国民健康保険事業特別会計 
 

後期高齢者医療特別会計 

介護保険特別会計 

（保険事業勘定） 

介護保険特別会計 

（介護サービス事業勘定） 

公営企業に

係る会計 

法適用企業 

水道事業会計 
 

下水道事業会計 

 

法非適用企業 

農業集落排水事業特別会計 

可児御嵩インターチェンジ工業

団地開発事業特別会計 

 

一部事務組合・広域連合 

可茂衛生施設利用組合 

可茂公設地方卸売市場組合 

可児川防災等ため池組合 

可茂消防事務組合 

可児市･御嵩町中学校組合 

岐阜県市町村職員退職手当組合 

岐阜県市町村会館組合 

岐阜県後期高齢者医療広域連合 

 

（7組合 1連合） 

 

 

地方公社・第三セクター等 土地開発公社 
 

 

  

 

 

 

 

 

実
質
赤
字
比
率 

連
結
実
質
赤
字
比
率 

実
質
公
債
費
比
率 

将
来
負
担
比
率 

資
金
不
足
比
率 

３ 健全化判断比率等の対象について 
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令和３年度決算に基づく健全化判断比率等の状況

健全化判断比率の状況 連結実質赤字比率・資金不足比率

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

※経営健全化基準 (11)

実質赤字比率 実質収支額　(1)～(11)の合計 (A)

連結実質赤字額 (B)

(1) (C)

(2)

(3)

(4)

(A)

(B)

(C)

※資金不足額／事業規模

実質公債費比率

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(A)

(7)

(8)

(B)

将来負担比率

(1) (12)

(2) (13)

(3) (B)

(4)

(5)

(6)

(7) 備考

(8)

(9)

(10)

(11)

(A)

222,301

充

当

可

能

財

源

等

分

子

分

子

将

来

負

担

額

小　計　((1)～(8))－((9)～(11)) △ 26,453,729

実質赤字比率（％） － 12.41 20.00

将来負担比率（％）

充当可能特定歳入 7,937,884

地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 34,186,990

公営企業債等繰入見込額 9,408,895

資金不足比率（％） － 20.0

連結実質赤字額 0

区分

0

16,321,845 16,872,329

183,111 90,989

2,354,898 2,355,701

1,658,839 1,596,244

132,067 174,640

2,950,350 2,949,611

－

組合連結実質赤字額負担見込額 0

充当可能基金 17,688,189

・実質赤字額、連結実質赤字額、将来負担額、資金不足額がな

い場合は「－」を記載

債務負担行為に基づく支出予定額 442,415 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 3,064,588

小　計　(12)－(13) 17,879,412

組合負担等見込額 1,518,855

退職手当負担見込額 0

設立法人の負債等に対する負担見込額 0

分

母

将来負担比率（％）　（A）/（B）×100

0

(3)の内訳

区分 決算額（千円）

地方債現在高 21,989,169 標準財政規模 20,944,000

可茂衛生施設利用組合 92,774 133,144 175,355

38,241 40,504 45,606

可児市・御嵩町中学校組合 1,052 992 1,340

決算額（千円）

可茂消防事務組合

(4)の内訳 学校給食センター整備維持管理等事業 94,654

17,879,412

実質公債費比率＜単年＞（％）　(A)/（B)×１００　 1.12123 0.53928 0.35814

上水道事業 7,286 6,332 6,255

分

母

実質公債費比率＜３カ年平均＞　（％） 0.6

(2)の内訳 1,566,117 1,511,097 1,446,881

農業集落排水事業特別会計 85,436 78,815 70,219

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

標準財政規模

下水道事業

小　計　(7)－(8)

3,064,588

94,654 0 0

1,106,997 1,085,985 1,068,001

2,950,350 2,949,611 3,064,588

実質赤字額 　　　　　　　－

下水道事業会計 －

20,944,000

64,033

19,272,195 19,821,940 20,944,000

小　計　((1)～(4))－((5)～(6))

公債費に準ずる債務負担行為に係るもの

公債費（一般会計等に係るもの）

標準財政規模

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

特定財源（都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した都市計画税）

一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金

公営企業に要する経費の財源とする地方債の償還の財源に充てたと認められる繰入金

区分
決算額（千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度

2,450,966

1,523,355

実質赤字比率（％）　（B)/（C)×100 －

－

歳入総額 37,389,064

－

歳出総額 34,696,212

標準財政規模 20,944,000

歳入歳出差引額　(1)－(2) 2,692,852

翌年度に繰り越すべき財源 370,243

連結実質赤字比率（％）　（B）/（C)×100

農業集落排水事業特別会計 －

可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計 －

資金不足比率

(※)

実質収支額　(3)－(4) 2,322,609

水道事業会計 －

可児御嵩インターチェンジ工業団地開発事業特別会計 0 2,264,938

区　分 決算額（千円）

6,213,310

資

金

不

足

・

剰

余

額

法

適

用

法

非

適

用

－ 350.0
水道事業会計 2,882,196 2,023,578

下水道事業会計 499,039 1,440,870

自家用工業用水道事業特別会計

3,931

国民健康保険特別会計

農業集落排水事業特別会計 38,066

事業規模（千円）

一般会計 2,322,609

実

質

収

支

後期高齢者医療特別会計 26,117

一

般

会

計

等

連結実質赤字比率（％） － 17.41 30.00

実質公債費比率（％） 0.6 25.0 35.0

そ

の

他

特

別

会

計

47,516

可児駅東土地区画整理事業特別会計

187,393

介護保険特別会計（保険事業勘定） 224,131

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 374

20,004

指　標 令和３年度 早期健全化基準 財政再生基準 区　　　分 実質収支額（千円）

※

４ 健全化判断比率等の算定内訳 
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